
令和６年度 甲種防火管理「再講習」案内 

 

北部上北広域事務組合消防本部 

 

消防法施行規則第２条の３第１項の規定に基づき防火管理再講習を下記のとおり実施します。 

 

１ 講習種別 

甲種防火管理再講習 

 

２ 講習日時・会場等 

講習年月日 会 場 申込み受付期間 定員 

令和6年 

10月 24日（木）

北部上北広域事務組合合同庁舎 

(2階大ホール) 

野辺地町字田狭沢40-9 

℡:0175-64-0650 

令和 6年 

9月 17日（火） 

～9月 27日（金） 

25名 

 

３ 講習科目等及び時間割 

 
時間 科目等 

甲
種
防
火
管
理
再
講
習
課
程

 

8:50 ～ 9:10 

（20分） 
受付 

9:10 ～ 9:20 

（10分） 
受講案内等 

9:20 ～ 10:20 

（60分） 

おおむね過去５年間における防火管理に関する法令の

改正の概要に関すること 

10:30 ～ 11:30 

（60分） 
火災事例等の研究に関すること 

11:30 ～ 12:00 

（30分） 
修了証交付 

 

４ 受講申込み方法 

（１）消防本部予防課で所定の受講申込書により申込み手続きを行ってください。 

（２）申込みに必要な書類等 

受講申込書に必要事項を記入し、受講料を添えてお申込みください。 

（３）申込み受付期間 

申込み受付期間の午前８時３０分から午後５時までです。（土日祝祭日を除く。） 

ただし、定員２５名に達した場合は期限内でも締め切ります。 

（４）受付完了後、受講票を交付しますので、受講当日に必ず持参してください。 

 

５ 受講料  ２，０００円（インボイス制度への対応は行っておりません。） 

 



６ 修了証の交付 

全ての講習科目を受講した方には即日、修了証を交付します。 

なお、１科目５分以上の遅刻又は講習の途中で退席したとき等は、修了証を交付でき

ませんので注意してください。 

 

７ その他 

（１）申し込み後に講習を受けることができなくなった場合でも、受講料の払い戻しはで

きませんので、あらかじめ御了承ください。 

（２）講習当日は、受講票及び筆記用具を必ず持参してください。 

（３）本講習会についてのお問い合わせは消防本部予防課までご連絡ください。 

（４）災害等の発生及び感染症の拡大状況などにより講習を中止する場合があります。 

 

受講申込先 住所 電話番号 

北部上北広域事務組合消防本部 

（予防課） 
野辺地町字田狭沢40-9 0175-64-0650 

 

講習会場案内 

 

 


